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A.研究目的 

誰もが人生の後半にさしかかる頃から、老

眼になる、白髪が気になる、耳が遠くなる、ち

ょっとした段差につまずき易くなる。また、身

体機能だけでなく、人の名前が覚えられなくな

るといった、認知機能の低下も顕著になってく

る。さらに、糖尿病、高血圧、がん、脳卒中、

心臓病などの生活習慣病の心配が増え、風邪等

の病気にかかりやすくなり、回復するまでに時

間がかかるといった、免疫機能の低下も目立っ

てくる。我が国では、年間約 130 万人が死亡し

ているが（平成 28 年人口動態統計の年間推計）、

死亡原因としては、①がん、②心疾患、③肺炎、

④脳血管疾患の順であり、これらの多くに生活

習慣が関係する。それゆえ、健康日本 21 に代

表されるように、国レベルで生活習慣病の予防

が取り組まれている。 

知的障害についても、その高齢化が社会的

課題になりはじめている。現在、我が国の知的

障害者（児）の総数が 108.2 万人で、その 16％

が 65 歳以上だと推計されている。知的障害と

医療については、これまで精神科を中心に、障

害そのものに関する研究は多く存在するもの

の、人生の後半の身体機能や認知機能の低下あ

るいは生活習慣病に関連した調査は非常に少

ない。 

そこで本研究は、知的障害者を対象にした

健康診断の実施状況を調査することにより、知
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的障害者の健康管理に関

する現状と課題を考察し、

効果的な生活習慣病予防

の実現に向けての基礎的

資料を作成することを目

的とする。 

 

B.研究方法 

本研究としてこれま

で実施した、①障害者支

援施設等における健康診

断の実施状況について

（平成 27 年度）、②地域

で生活する知的障害者の

健康診断の実施状況につ

いて（平成 28年度）の結果に加え、川崎市に

おいて実施された大規模調査結果、高齢知的

障害者関連セミナーにおける実践報告等の資

料を参考に、知的障害者の生活習慣病の予防

について考察する。 

 

C.研究結果 

 

【障害者支援施設調査（平成 27 年度調査）】 

全国の障害者支援施設のうち 200 施設を無

作為抽出し、郵送方式のアンケート調査を実

施した。その結果、

121 施設（回収率

60.5%）、利用者総数

6,381 人（平均年齢

48.5 歳）の回答を得

た。 

回答のあった全

ての施設で健康診断

が実施されていたも

のの、回数や費用負

担、実施項目は施設

ごとに大きく異なっ

ていた。中には、少

数ではあるが「年間

１回だけの健康診断

実施（2施設）」、「健

康診断費用が全額利

用者負担（12施設）」

といった「障害者自

立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人

員、設備及び運営に関する基準」を満たして

いない施設も存在したが※１、大多数は基準の

回数以上、ほぼ全利用者を対象に健康診断を

実施していた（なお、併設・空床型短期入所

に 6カ月以上在籍している利用者がいる 49 施

設のうち健康診断を実施している施設は約半

数であった）。しかし、健康診断項目において、

身長・体重・血圧・採尿のみ実施している施

設等が多く、労働安全衛生法で 20歳以上の従

業員に必須とされている項目すべてを実施し

ている施設は 19 施設（15.7％）しか存在しな

 
図１．障害者支援施設における主な健康診断実施項目 

 

図２．知的障害者が受診している主な健康診断項目（親の会調査） 
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かった。特に「聴力」、「視力」の実施率が低

く、障害ゆえの実施の困難さを指摘する施設

が多かった（図１参照）。また、「がん」や「骨

密度」といった、利用者の高齢化に合わせて

積極的に健康診断項目を増やしている施設も

存在する。 

 

【地域の親の会対象調査（平成 28年度調査）】 

人口規模の異なる自治体の自閉症児者親の

会 2 カ所に調査協力を依頼し、18 歳以上の全

会員を対象にアンケート調査を実施した。ア

ンケートの回収数は 171 人であった。健康診

断未実施の割合は、2 つの親の会で差があり、

Ａ県６人（22.2％）、Ｂ市 12人（8.3％）であ

った。健康診断項目は、先の施設入所と同様

の傾向があった（図２参照）。また、健康診断

を実施しない理由としては、「本人が怖がる為」

「実施してくれる機関が無い」「てんかん等で

既に定期健診を実施している」と回答されて

おり、健康診断の重要性について本人・家族

への積極的な周知と同時に、健康診断の実施

方法についても検討が必要性である。 

 

【川崎市調査（平成 28年度）】 

神奈川県川崎市では、平成 30年度からの第

4 次かわさきノーマライゼーションプラン改

定版作成の基礎資料として、「障害のある方の

生活ニーズ調査（平成 29 年 2 月実施）」を実

施している 1)。その調査項目に「１年間に健康

診断をうけたか？」、「（１年間に受けていない

人は）直近に健康診断を受けたのはいつか？」

といった設問を設けている（対象者は在宅、

施設入所すべてを含む）。障害種別のアンケー

ト配布数ならびに回答数、回答方法について

 

図３．障害種別調査の実施状況（川崎市調査） 

 

 

図４．障害種別の健康診断の受診状況（川崎市調査） 

 

 

図５．健康診断を受診していない人が直近に受けた検診（川崎市調査） 
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は図３、健康診断を受けている人の割合は図

４の通りである。 

健康診断受診状況については、障害種別で

知的障害が最も割合が高い。しかし、１年間

に健康診断を受けていない人が、「直近に健康

診断を受けたのはいつか？」に対する回答を

見ると、知的障害者は 181 人中約半数の 89人

は、「受けたことが無い」と回答している。こ

の割合は、身体障害、精神障害が 20％少々で

あることを考えると、突出して高い（図５参

照）。先の親の会調査同様、健康診断の実施の

在り方について何らかの対策が必要だと考え

られるデータである。 

 

【その他セミナー資料等】 

高齢の知的障害者の口腔ケアについて、の

ぞみの園福祉セミナー（2018）において服部

が報告を行っている 2)。 

障害者支援施設の高齢化に伴い、その死亡

原因の中で肺炎が最も多いという報告が出て

いる。例えば、のぞみの園では、1971 年度か

ら 2011 年度の間に亡くなった 170 人のうち、

呼吸器系疾患が死亡原因の割合は 27.1％であ

るのに対し、平均年齢が高くなった 2001 年度

から 2011 年度の 80人をピックアップすると、

呼吸器系疾患を死亡原因とする割合は 42.5％

に上昇している 3)。また、障害者支援施設から

の地域移行において、必要な医療として歯科

疾患がもっとも多い 4)。 

服部は、歯科治療の必要性は理解されてい

ても、知的障害者が年齢を重ねていくうちに

（在宅の場合、親世帯も高齢化する）、「誰が

障害者の歯を磨くのか」、「誰が歯科に連れえ

いくのか」、「誰が高障世帯のサポートを行う

のか」という課題に直面している事例が増え

ていると報告されている。 

宮城県リハビリテーション支援センターで

は、身体障害や知的障害を主な対象とする県

内障害者支援施設を対象に調査を行っており、

高齢化に伴う課題についてまとめている 5)。調

査結果からは、①知的障害者施設は身体障害

者施設と比べるとより早期（平均年齢が低い）

から高齢化対策が必要だと考えている、②日

常生活活動における高齢化の課題として「食

事」、「移動」をあげる施設が多い、③同時に

リハビリテーション専門職に対する支援とし

て「運動機能低下への支援」、「摂食・嚥下機

能低下への支援」の要望が多いと考察してい

る。 

 

D.考察 

【障害福祉サービスと健康診断】 

現在、障害者支援施設については、施設の

設備・人員等の基準において、健康診断の実施

が必須条件になっている。本研究では、一部の

施設ではあるが、この基準に合致した健康診断

が実施されていない現状が明らかになってい

る。また、この基準には、労働安全衛生法や学

校保健安全法のように、健康診断の必須項目は

定められていない。本研究の結果においても、

施設毎に健康診断項目にばらつきが大きく、視

覚・聴覚検査、尿検査、医師の問診、胸部レン

トゲンといった、労働安全衛生の必須項目を実

施していない施設も数多く存在した。一方で、

高齢化する利用者へのサービスとして、積極的

にがん検診や骨密度等の検診項目を実施して

いる施設もあり（中には、施設負担で実施して

いる場合も）、事業所を運営している組織の方

針が大きく影響している。 

知的障害者は自ら症状を訴えることができ

ない場合が多く、診断が遅れ、病状の進行が進

んでしまう場合が多い。日々の支援における健

康状態の変化の詳細な観察と並行して、定期的

な健康診断の重要性は高いと考えられる。しか

し、中年期・高齢期知的障害者の健康状態や生

活習慣病予防に関する研究はほとんど存在し

ない。政策に反映する調査が早急に必要だと考

えられる。 

一方、障害者支援施設以外の障害福祉サー

ビス事業には、健康診断等の実施が義務付けら

れていない。しかし、生活介護や就労継続支援

事業等の日中活動支援を行っている事業所で

は、障害者支援施設同様、定期的な健康診断を

実施している施設が存在する。本研究の親の会

対象調査や川崎市の調査においても、通所型施

設で実施されている健康診断の受診事例が少

なくない。しかし、あくまでも事業所単位で任

意に判断されているものであり（給付費に含ま

れない）、その実施状況についても十分な調査

が行われていない。 
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【健康診断受診を妨げる要因】 

知的障害者の健康診断受診を妨げる要因に

は、主に「知的障害者の健康管理への知識不足」

や「費用」の問題だけでなく「障害特性を配慮

した検診体制」が存在する。 

障害者支援施設で実施している検診項目の

中では、聴力・視力検査、問診の実施率が低い。

調査の自由記載欄において、「検査方法の理解

が困難」との回答がいくつも見られ、検査実施

において一定の知的能力が要求されることも

事実である。重度の知的障害があり、コミュニ

ケーション能力に制限がある者を対象とした

検査方法の確立・発展が求められる。 

また、自閉症をはじめとする発達障害児者

の医療受診には様々な問題があることも広く

知られている。しかし、その問題は、障害のあ

る本人ではなく、医療従事者の配慮や工夫不足

が起因としている場合も多いと指摘されてい

る。大屋他は、「医療関係者は、発達障害は先

天的な機能障害に起因していること、親の育て

方が悪くて生じた障害ではないことをしっか

り認識し、診療がうまくいかない場合には、そ

の原因がすべて本人や親にあるのではなく、医

療者側にも原因がある、自分たちの工夫が足り

ないという意識を持つことから第一歩が始ま

る」と啓発している 6)。知的障害者一人ひとり

の障害特性を配慮したプレパレーションの大

切さについて広く周知することが必要である。 

さらに、先行研究に、通所施設に通う知的

障害者 48 人を対象とした視聴覚検診結果が報

告されている。この調査においても、調査対象

者全員に検査ができたわけではないが、白内障

6 人、角膜混濁 2 人、両側聴覚障害の疑いが 8

人見つかっている 7)。施設等において、事前に、

実施が難しいからといって、検査項目から項目

を外すことの問題も直視する必要がある。 

 

E.結論 

高齢期に達した知的障害者の支援の在り方

が社会的な課題になったのは最近のことであ

る。知的障害者の医療については、これまでは

精神科領域を中心としたものであった。しかし、

中年期・高齢期に達した知的障害者は、障害の

ない人と同様に生活習慣病のリスクが高まる。

さらに、障害者支援施設を中心とした多くの先

行研究では、知的障害者の身体機能ないし認知

機能の低下は、一般の高齢者よりかなり早いと

報告されている。 

知的障害者は自ら症状を訴えることができ

ない場合が多く、診断が遅れ、病状の進行が進

んでしまう場合が多い。日々の支援における健

康状態の変化の詳細な観察と並行して、定期的

な健康診断の重要性は高いと考えられる。しか

し、中年期・高齢期知的障害者の健康状態や生

活習慣病予防に関する研究はほとんど存在し

ない。また、国民健康保険や健康保険組合にお

ける特定健診等は、障害の有無に関係なく広く

活用できるものであるが、障害者支援施設以外

の障害福祉サービス事業所においては、定期健

康診断の実施義務は存在しない。さらに、健康

診断の義務のある障害者支援施設においても、

健康診断の項目は同年代の障害のない人と比

較して著しく少ないのが現状である。 

知的障害者の長期的な健康を保障するため

の政策を検討する上でのより広範囲な調査が

待たれるところである。 

 

※１ 障害者自立支援法に基づく指定障害者

支援施設等の人員、設備及び運営に関す

る基準について（平成 18年 9月 28 日：

厚生労働省令第 172 号）の第 36 条「健

康管理」において、「①利用者の健康管

理は、保健所等との連絡の上、医師又は

看護職員その他適当な者を健康管理の

責任者とし、利用者の健康状態に応じて

健康保持のための適切な措置を講じる

こととしたものである。②毎年、年２回

以上定期的に健康診断を行うことによ

り、利用者の健康状態を適切に把握する

必要がある。」と定められている。 
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